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はじめに

皆さんに配った資料は、

１枚目がレジュメで、こ

れが話の筋立てになりま

す。

その紙の右側に①から

⑰まであります。実際に

は150ぐらいの資料を見て、

その中から30ぐらいの資

料に絞って、それを17に

分けています。

島義勇は、出身地の佐

賀では、その業績がよく

知られていないようです

が、北海道、特に札幌では、僕と同じ世代以上の人たちは小学校で習っているだろうと思

います。しかしその後、いつからか教えなくなって、最近では、教えられる人がほとんど

いなくなったために、小学校でも教えていないようです。最近では、アイヌの人たちのこ

とや大友堀のことを教えているだけで、まちづくりの最初にかかわった島義勇のことを余

り教えなくなってきているようです。

しかし、島判官だけを取り扱っているわけではないのですが、札幌の歴史を扱っていく

中では島判官が必ず出てきていますし、学術的な市町村史の類いや北海道の昔話のような

本にも載っています。

この講演で最初に目指したのは、それらを集大成して日付とかを見比べながら、訂正す

べきところは訂正して、史料から見て正しいことを皆さんにお伝えできたらいいなと思っ

たのですが、余りにも資料が多くていちいち書籍名を提示するのは、途中で破綻しました。

そのため、島判官が行った当初の政策や事業に絞って、比較的信用のできる史料を中心

に、島判官がどんなことをしたか、その影響はどんなことかということを、話していこう

と思います。

きょう、歴史の小話風を期待して来られた方は、資料が多過ぎて嫌気をさすこともある

かもしれませんが、我慢してください。史料がきちんとあるということは、これが正しい

見方だよと言えるということでもあります。そのことを知っておいていただくと、この昔

に出ていた本は変だ、榎本と言っていたことと合わないということがわかってくると思い

ます。だからといって、榎本の言ったことが全て真実かというと、今ある史料群の中で考

えたらこういうことだということを、感じ、考えていただければと思います。

１，東京から札幌へ

当日のレジュメ
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島判官のことは、大半の方はご存じだろうと思います。実は、北海道では記念事業とし

て、開道100年とか150年と言います。内陸のまちですと、開基100年や開基120年など開基

何年という言い方をします。旭川あたりは開基130年近くなっていると思います。しかし、

その言葉を使うと、何故開拓から始めるのだ、その前にアイヌの人たちが住んでいたでは

ないかという批判を受けます。実は、開道100年というのは昭和43年にしたのですが、そ

のときもアイヌの人たちや心ある歴史研究者が、「開道」という言葉は、アイヌの人たち

の歴史が含まれていなくて、おかしいということで批判していました。

今回も開道150年という言葉を使うのかと思っていたら、起点の日付を北海道と名前を

つけた８月15日ではなく松浦武四郎が提案した日から150年という換算をしたようです。

それに対して札幌は、7、80年くらいから「創建」という言葉を使っています。開き始め

ではなくて、つくり始めなのです。つくり始めというと、物理的に街づくりとか都市建設

という意味になってきます。そういう意味では、アイヌの人たちからは批判を受けにくい

言葉を遣っているようです。

1869年が最初の年ですから、2019年が150周年となると思うのですが、北海道は150年記

念を2018年にやろうとしております。それは、政府が明治150年の記念事業をするので、

ほかの地域もそれに合わせるようにということで、１年前倒しで2018年に北海道150年の

記念事業をすることになったようです。昔の年令の数え方にあった数え歳と満年齢との差

で、数え歳のほうでやるということです。不思議なのは、北海道の場合は、初めてそうい

うイベントをやったのがの開道50年記念のときです。数え歳の50年目でした。私がよく見

るのは町内会や学校が出来てから10周年や開校10周年というように、満年齢の周年事業と

してやっているものです。札幌の創建150周年は2019年です。

札幌の創建をスタートさせたのが島義勇ということで、最近それらの記念事業がいろい

ろなところで取り上げられることになったのようです。私も『新札幌市史』の編さんで都

市建設・整備を取り扱い、島判官がやったことを調べているうちに、本を書いてみたり、

漫画の監修を頼まれたりというようになってしまいました。決して島判官そのもののこと

を調べているわけではありません。

その島義勇が、いつ石狩・札幌へ来たかというところから資料を見ていこうと思います。

島義勇が最初に石狩辺に来たのは幕末の安政４年です。明治維新の政権交代より11年前

になります。そのとき島義勇は、鍋島直正の命令によって、蝦夷地（北海道）の様子を調

べに来ました。箱館がペリーの影響で外国に向けて開港して貿易港になるので、佐賀の産

物が売れるかという調査もしたようです。その後、実際に札幌に深くかかわるために札幌

に来たのが明治２年になります。

資料①を見てください。

島判官は、最初は銭函へ来て、その後に札幌に来るのですが、函館に開拓使の長官がい

るので、こちらから長官へ状況を知らせたり、自分の政策はこうしたいということを知ら

せたりします。それに加えて、開拓使の出張所が東京にもあります。そこにいる東京詰の
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人たちにも手紙を書いて、こんな政策をしているという報告などをします。

その一つに10月23日付松浦判官と岩村権判官宛の書簡があります。松浦判官は松浦武四

郎のことで、岩村権判官は岩村定高という佐賀藩出身の人です。いわゆる北海道にかかわ

りのある岩村通俊のほうではありません。開拓使の初期は、岩村判官と岩村権判官と岩村

姓の人が２人いたのです。その人たち宛てに手紙を書いて状況を知らせている部分です。

二重線を引いてあると

ころが、ちょうど札幌へ

来るときの旅程を書いて

あるものです。「先月二

十日東京出立海路無滞同

二十五日函館表へ着船諸

般手配ノ上本月朔日同所

出立同十二日銭箱表ヘ到着」と手紙に書いています。東京を９月20日に出発したと書いて

あります。これは、東久世長官や岩村通俊などとともに東京を出発します。その人たちの

伝記などを見ると、もしかすると21日出立と書いてあるかもしれません。東京を20日に出

発し、21日に品川を出帆したと、詳しく書いている人もいます。島判官や東久世長官たち

も21日に品川海を出帆しています。その後25日に函館へ着いて、いろいろ手配した後、恐

らく札幌へ行くための物資の手配などをしたのでしょう。10月１日に函館を出発して、主

に陸路で銭函まで来ます。銭函到着が10月12日です。

それ以降、彼は仕事を始めていきますが、それは少しずつ順番にお話をしていこうと思

います。さらに札幌へ来た目的を書いてあります。「兼テ伺済ノ通リ札幌辺へ官舎并役邸

等取建開拓ノ御基礎早速相立候心得」、以前に伺っていたとおり札幌へ官舎・役邸などを

建設して開拓の基礎をつくるという目的が述べられています。

島判官は、この目的で来たということですが、通常、これを読むと、まずいのではない

かという感じになります。なぜかというと、島判官が札幌へ来て始めたのは、開拓の基礎

づくりというより、開拓そのものを始めてしまったからです。街づくりを開始して、官舎・

役邸をつくるというのは基礎事業で、それは始めます。ところが、それ以外に役所の開設

もし、移民の募集をすすめ、田畑切り起こし人夫の派遣指令をします。そうなると微妙な

評価となります。どちらも次春到着となるので、春以降の本格的開拓のための準備ともい

えます。目的は、開拓の基礎をつくるためということで、この基礎がどこまでの範囲かと

いうことにもなると思いますが、とりあえず彼は言葉でこう言っていました。

松浦と岩村は開拓使内部の人ですが、実はこの１週間後の10月29日に岩倉具視へ手紙を

送っています。当時、島義勇も政府の高官ですので、政府の高官たちはいろいろな意味の

交流を結んでいます。このとき岩倉は大納言でしたが、政府の最高幹部の一人に状況を報

告した手紙です。これは、『岩倉具視関係文書』という岩倉具視とやりとりがあった人々

の書簡や関係書類などを綴った資料集に載っているものです。内容は先ほどの手紙とほと

史料①
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んど同じことを書いています。

次ぎにそのときに、

島判官は誰と仕事を

しにきたかを調べて

みようと思います。

レジュメでは「同行

者」としています。

部下だけではないの

で、同行者としてい

ます。それが資料②

③④です。

資料②は、高見沢

権之丞の『札幌御開

拓記』で、札幌で仕

事をしている人たち

の名前を記していま

す。島判官を含めて

全部で11人分の名前

を書いていますが、

実際に本当に札幌に来ていた人のようです。それも、日付までは確定できませんが、12月

の初めか半ば頃に札幌にいた人たちのようです。

資料③は深谷の昔話としていますが、深谷鉄三郎という人が札幌に関する昔話を明治31

年７月から数十回にわたって新聞に連載しました。その取材をしたのは、新聞記者なのか、

深谷が自分で売り込んだのかはわかりません。私の予測としては、『北海道史』や『札幌

沿革史』に関わって歴史研究をしている河野常吉や『札幌区史』を編纂執筆した伊藤正三

が、聞き取りをしてまとめて新聞に載せたのではなかろうかと思っています。今は、『さ

っぽろの昔話』という本の中に翻刻されています。

そういう昔話が数十回新聞に載ります。それには建設をはじめたばかりの札幌について

移住者・職業・事件など様々なことが語られています。『札幌区史』を執筆した伊藤正三

はそれをかなり利用しています。その中に島判官と一緒に仕事をした人たちの名前が連ね

てあります。

さらに、④は、開拓使の公式の書類で、明治２年の『職員録』です。なぜかわかりませ

んが、札幌についても、石狩についても、島判官の名前はありません。札幌と石狩は同じ

ことだろうと思い、一緒に名簿を載せてあります。職階ごとに名前を載せてありますが、

これぐらいの人たちが部下として島と一緒に来た人たちと思います。一緒といっても、同

時に銭函に着いたわけではなくて、少しおくれて着いたグループもいます。阿部さんなど

資料②③④
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は11月の初めに着いています。

そこに注意事項で、二重下線はいたはずの人、波線は上の二つの資料と同じ人の場合つ

けてあります。黒い太線は、このときは絶対に札幌にはいない人です。まだ不明確な人も

いますが、わかっている分は線を引きました。

絶対にいなかった人だけはご説明します。３行目の右のほうに黒沢伝之丞という人がい

ます。この人は、島判官がいる時代は勇払に詰めている人です。勇払に詰めているという

ことは、島判官は西地詰になるのですが、勇払のほうは東地と言いますが、そちらの中核

になる人です。勇払は根室など奥地との中継基地になっていて、そこの主任官が黒沢です。

この人は、明治３年６月まで勇払詰で、６月から小樽詰にかわります。島判官がいるとき

には石狩や札幌には絶対にいない人ですが、明治２年の『職員録』には黒沢は石狩詰とし

て名簿に載っています。この『職員録』の表紙には「明治二年」「巳十一月」と書かれて

いますが、どの時点のものなのかわかりません。２年から３年にかけての『職員録』とい

うように感じています。石狩詰の判官のところに島判官がいていいはずですが、ありませ

ん。島判官が札幌を去った後と考えると、明治３年２月10日以降の『職員録』ということ

になり、それだと明治２年の『職員録』という話もおかしいので、明治２年の『職員録』

としては、信憑性は余り高くありません。

実は、島判官が函館に着いたときの届け出には、同行者が上下12人となっていました。

自分の家族や家来を含めると12人一緒に来ているのです。函館を立って札幌へ来るときに

は上下３人という書かれた資料もあります。島判官は奥さんと子どもも連れてきたことに

なっていますので、３人のうちの２人は奥さんと子どもで、あと１人家来を連れてきたの

だろうと思います。

開拓使の役人の多くは、自分の家族や家来を連れてきているたようです。開拓使の意図

としては、なるべく札幌に定住させたいので、家族連れを奨励していました。そのため、

おそらくは実際に札幌とか銭函あたりまで来た人たちは、この職員録の数倍の人数という

ことになります。後で出てきますが、島の書簡には上下七、八十人ぐらいの人数が来てい

たと言っています（資料⑤）。

これらの人たちが島判官の手足になって、銭函でも札幌でもいろいろなところを動き回

って仕事をするということになります。

その島判官や部下たちが札幌、石狩に来たころはどんな経済状況であったかの話をしよ

うと思います。政治状況の話だと兵部省とのあつれきがあったという話になりますが、そ

ちらは次回以降にしようと思っています。

札幌の周辺の経済状況がどのような状況になっているかを資料⑤⑥⑦を見てみましょ

う。

資料⑤と⑥は、先ほどの資料①と同じ書簡の違う部分です。松浦と岩村宛書簡の中に、

「兵乱後諸場所備米等少シモ無之其上北国辺ヨリノ廻米モ無之処降伏人等莫太ノ人員入込

候義ニ付必至ト諸人難渋致シ居候折柄ニテ僅当役々上下七八拾人ノ食料スラ差支候処（戊
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辰戦争後の諸場所の備え米などが少しもない状態である。さらに北国からの回米もないと

ころに会津降伏人たち

など多人数の人員が入

り込んできて結局皆が

難しい状態となってい

る状況下に開拓使の役

人や家族・家来たち7、

80人の食料でさえ不足

している）」という状

況を伝えています。

兵乱後というのは、慶応４年から明治元年にかけて続いていた戦争は、最後の函館戦争

が明治２年５月18日に榎本武揚たちが降伏して終了しました。それらの最中には、いわゆ

る経済的な活動がなかなかできなくて、当時、本州、特に北陸地方から北前船が北海道の

いろいろな地域と交易をします。そのときに本州の物資を運んできて蝦夷地の人々に売る

のですが、その活動ができなかったということです。備え米と言うのは、その当時、特に

海岸線の漁場でアイヌの人たちや和人の漁民たちが働かされる場所は人が集まるところな

ので、緊急用の米を備えておきます。その緊急用の米もなくなっているという状況をしら

せています。

それから、「北国辺ヨリノ廻米モ無」というのは、北前船が来なかったという話です。

それに加えて、「降伏人等莫太ノ人員入込」というのは、戊辰戦争の中で会津での戦いで

は、多くの捕虜がうまれます。兵部省はその捕虜（会津降伏人）を蝦夷地へ移して、開拓

をしようと計画します。石狩・発寒・小樽内に入植させることにしました。その決定は２

月で、いろいろ準備をして、６月にはその人たちを蝦夷地へ送り込みます。それを現地で

担当した大友亀太郎と佐々木長左衛門らは当別へ入植させようとしたようです。

資料⑤と⑥は、そこへ入植する前の書簡のようです。結局、米がない地域状況の中に人

口が急に増えてきて、さらに自分たち開拓使の役人7、80人が入ってきて、食料が不足し

ていると言っているわけです。

その次に、「御用廻米モ未夕着船不致」とあるのは、島判官たちが東京を出発するとき

に石狩へ米を送り込む算段をしています。ほぼ同じ頃に品川を出発した昇平丸という船に

函館銭函用の米を1,500俵を乗せてたという資料もあります。

ところが、その船は大変な航海をします。一旦太平洋に出た後、犬吠岬ぐらいまで行っ

た後に風に流されて伊豆半島の西方まで流され、そのため船が壊れたので修理します。そ

の最中、乗組員たちは伊豆の行楽地へ行ってくつろいでいます。その後、やっと函館に着

くのが10月24日で、さらに石狩へ向かおうとします。10月頃から風が変わって、冬の風に

なると先へ進めず、松前に行く前に押し流されて函館のほうへもどされたり、下北半島の

ほうに流されたり、そのためまた船が壊れては修理してということを繰り返しました。最

資料⑤⑥
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終的に12月に函館を出帆したときには、やっと戻ってこないから石狩へ行ったのではない

かという、函館の担当者から札幌へ連絡が来ました。しかし１月26日に上ノ国の沖合で沈

没してしまいました。昇平丸は石狩へ着きませんでした。結局、石狩経営のために必要だ

と思っていた米が届かなかったということです。

さらに、「諸職人等給料総テ金ヨリハ米ヲ以主ト致シ風習」とあるのは、職人たちが給

料をもらうときにお金ではなく米でもらうようにしていると言うことです。札幌のような

開拓地や街がないような地域は、商業も発達していないため商店にあたるような施設もな

く、給料としてお金をもらっても何の役にも立ちません。お米があれば、食べ物がなくな

ったら、それを食べたりするでしょうし、周辺に住んでいる人と物々交換で物を手に入れ

ることもできます。そのため給料としてお米をもらっているのです。

島判官が札幌に来たこの２年のときは、流通している食料は足りないし、給料分の米も

足りないという状況になっているということです。それで、島判官はいろいろ苦労するこ

とになります。⑥番の資料は、先ほどと同じで岩倉具視の書簡ですが、ほとんど同じこと

が書いてあるので、読みません。

石狩の状況はこんな状況だということがわかり

ました。実はそれに加えて、明治２年というのは

大凶作の年なのです。それが資料⑦で、『太政官日

誌』と言う今で言うと『官報』に当たるような公

報で、国で決めたことや法律や国の人事などが『太

政官日誌』に搭載されます。明治２年10月27日の

布告に大凶作であるという事情を記しています。

凶作のため政府の収入が100万石減少するため、

戦争中に金を使い過ぎて国債で処理したために明

治２年からはその償還がはじまるので各省庁で節約するように、という布告です。その４

行目に「豈料諸道不實」とあります。「不實」というのは実らずという意味で、凶作のこ

とです。「豈料」というのは、ここの場面では予想外にぐらいでしょうか。「諸道」は五畿

七道のことで、８月15日に北海道も入るので、五畿八道になり、全国ということです。簡

単に言うと、全国的に不作だったために収入が少なくなったので倹約しなさいという指令

です。

ということは、全国的に凶作による米などの不足で、北海道ではさらに函館戦争の影響

で米不足で、その状況下に石狩に会津降伏人たちが入ってきて、それに加えて開拓使の役

人たちが入ってきて、給料にも食料にも困っている状況になっているわけです。それが島

判官が札幌でまちづくりを始めたときの状況です。

２，豊平開墾

島判官が函館から石狩（銭函・札幌）に着いてから最初にどのようなことをしたのかは、

資料⑦



なかなかわからなかったです。それで本府の建設より先に進んでいたらしい事業としては

豊平開墾があるので、それを紹介します。

資料⑧は『石狩大府指図』という島判官が本府建設した際の計画図と思われる図面です。

これは、『札幌市史 政治行政編』という昭和

28年に刊行された札幌市の歴史書からコピー

してきました。

私は社会科の先生ですから、地図はなるべ

く北が上になるように置きます。そのため中

心となる石狩大府の文字は逆さに書かれてい

ます。この原本と思われるものは北海道大学

附属図書館が所蔵しています。この図を解説

することはたくさんありますが、周辺の村々

との関係についてお話しします。

現在の札幌の中心部に島判官は役所まちを

つくろうとしており、その周辺に村を置いて

います。当時、幕末から琴似と発寒と篠路と

今は東区の札幌村が農業開墾を始めていまし

た。発寒、琴似、篠路は安政４、５年から開

拓を始めていますし、東区の札幌村は慶応２

年から開拓しています。そのような幕末に開かれた農村のそばに役所まちをつくろうとし

たということです。作物（主に食料）をつくる村とそれを消費するまちという経済関係を

つくろうとしたのだろうと評価しています。その地図の中に「豊平村」と書いてあります。

月寒街道沿いに移民が入植して豊平村と命名されるのは明治６年ですから、その豊平村と

は別の豊平村の名が記載されていることになります。

島判官は、本府の建設を開始した直後、東北・北陸地方に移民を募集するため部下を派

遣します。その新たな移

民たちをここに入れよう

としたのだろうと予測で

きます。開拓前の地域で

すので、開拓前に準備を

するということで、豊平

開墾という事業を始めた

のだろうと推測できます。

次いで資料⑨は、役人の

名前を連ねた先ほども引用した深谷鉄三郎の昔話の中に、島義勇の後に「大主典で豊平向

こうの開墾掛長石山」と書かれています。昔話の中で石山さんの名前が出てくるのはここ

資料⑧『札幌市史』掲載の「石狩大府指図」

資料⑨⑩
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だけです。豊平開墾に関係しそうな言葉もこれだけです。「掛長」という言葉から推測さ

れるのは、豊平開墾の責任者だったということでしょう。その辺の裏づけが次の資料⑩で

す。

この豊平開墾は途中でやめてしまいます。しかし主に会計上の問題が起こりそれらに関

わった役人たちの調査をします。その報告書が資料⑪で豊平開墾の様子が多少わかります。

「札幌郡之内豊平昨巳年

十月下旬島判官在職中同所

開墾之義石山大主典江委任

被致（札幌郡のうち豊平で

昨巳年10月下旬の島判官が

在職中に豊平開墾事業を石

山大主典に任された）」とあ

ります。豊平開墾の掛長に

石山大主典がなっていると

いうことです。、「右入用金

として八百五拾両玄米四斗

八升五合入拾五俵御渡相成

同所江（その費用として850

両玄米４斗８升５合入15俵

を渡し）」、豊平へ「石山大

主典楠元権少主典藤沢使掌

荒井使掌平田使掌出張夫々

開墾手配罷在候処（石山大

主典他４人が出張してそれ

ぞれ開墾の手配をした）」と

あります。開拓の仕事をこ

の資金と５人の役人で進め

ていたことが報告され、豊

平開墾という事業が行われ

ていたことがわかりました。

事業の内容は、豊平開墾

と言う言葉から開墾事業だろうと思いますが、その会計報告である豊平開墾の決算表をみ

ても、山夫頭取へ山入りのための費用、大工棟梁に職人同行のための費用、札幌から豊平

までなどの諸物資運送代などが計上されています。

例えば、山夫たちの仕事に関することは、おそらく杣夫のことと思われますから、木を

切り出してきて、製材までしたのでしょう。もしそうであるなら農家建築用の木材切り出

資料⑩豊平開墾決算表
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しということになるでしょう。大工への支払いは家屋建築のことでしょう。運送費は主に

札幌からの諸物資や札幌にある材料などの運送でしょうか。開墾事業へ向けての出費と考

えると以上のようなことは推察できます。本当にどうかというと確証まではとれません。

杣夫や人夫たちが購入したものは、会計表の下に記している豊平開墾に関する資料群の

うち「御入用扣」や「御仕入品」などでわかります。それらを見ると、縄をたくさん購入

していますし、汁椀などの什器の他酒やたばこなどを購入しています。これらが開墾など

のためのものかというとやはり確証は持てません。しかし、豊平開墾という言葉、豊平向

こうの開墾掛長という言葉なども合わせ考えると、農民を入れて開拓をすすめるための下

準備をしようとしたと言っても間違いではないでしょう。

この頃、会計の不祥事が多くていろいろ調べています。その一つとしてこの豊平開墾も

調査され石山大主典が主任官で楠本権少主典らも関係していたことなどがわかりました。

資料⑪は、豊平開墾の会計精算ができないので、調べた結果を報告したものでした。

先ほど登場した、島判官のときには絶対札幌にいなかったと申し上げた黒沢権大主典と

いう人が小樽詰になっているときに調査しました。最初の書簡資料⑪-1は、岩村判官と杉

浦権判官宛ですから、小樽から函館に送った報告です。函館は長官も在勤し、この当時は

函館が本府の役割を果た

しています。その中に、

「札幌郡豊平開墾地御入

用金精算難相立次第建言

書」という題名となって

います。「精算難相立次

第」というのは、計算が

合わないということです。

先ほどの表はその証拠品です。

そのことを簡単に見てみますと、例えば、ここに「発作部百姓代源吉草刈人足其外」と

して、たくわん漬を買ったらしいのです。しかし一旦決算を終わった後、もう一回、「そ

の外」として源吉からのたくわん購入を計上しています。付け札にすでに書かれているの

に何故また計上されているかと指摘されています。点検者から見ると重複して計上されて

いると見えたのでしょう。このようなことを調べて黒沢権大主典が11月になって函館に報

告したのです。その調査の最中に、先ほどの豊平開墾にかかわった人たちに手紙を送って、

お金の精算はどうしたのかということを聞いています。それらの関係書類を「同掛より之

書状并豊平一件書類入袋」として函館に送ったようです。

資料⑪-2の11月23日付平田使掌宛の黒沢権大主典書簡や資料⑪-3の５月18日荒井使掌平

田使掌宛石山大主典書簡にその辺の事情がいろいろ書いてあります。

「金穀懸山田大主典」が精算を受けて確認して、お金や物を受け取る立場です。ところ

が、その後がそのお金や物資の行方がわからなくなっているというのが、結論です。この

資料⑪-1
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豊平開墾精算の話は、最

終的な結論はわかりませ

ん。その報告書があるだ

けで、最終的に誰かが払

ったのかなどはわかりま

せん。とにかく島判官が

村をつくろうとして、移

民を募集して入植させよ

うと始めた豊平開墾です

が、それにかかわった部

下たちがミスをしてしま

いました。

このように、この精算

ができないことは、これ

以外にもいろいろありま

すが、このときの会計担

当は山田大主典でしたが、

この後、十文字龍介が会

計担当になるようです。

彼は、４年８月に開拓使

を罷免されますが、５年になっても札幌に残されます。自分が担当した時期の会計精算が

全然できなくて、５年になっても札幌に残されてまだ精算をやっていました。島義勇が見

かねて次官となっていた黒田清隆に、もう十文字は年寄で大変だから誰か若い人にかえて

やってほしいという手紙を送ったりしています（『明治５年７月黒田清隆宛島義勇書簡』

北大図複写所蔵）。各事業毎の会計精算ができないということについて厳しかったようで

す。

この山田の事ですが、単純に云うと函館から銭函迄来る最中に400両を紛失してしまい

ました。そのため島判官は仕事の仕方について、資料⑪-4によると「山田大主典儀金穀取

扱方ニ付勤方不宜ノミナラス勤柄遊女等旅宿江呼寄兵部省江相対し候而も醜聲相聞候程ニ

付」という評価をしています。

島判官が札幌にいる間に兵部省とあつれきがあったということになっています。その対

応をこの山田がしたようで兵部省と交渉の最中に遊女を同行し醜声を発っしているという

のです。醜声を発するというのは酒を飲んで奇声を発しているという程度でしょうが、そ

れ以上にエロチックな話かもしれません。その兵部省とのあつれきの話も、私はこの人が

かかわったからこじれたのではないかと推測しています。結局、この人が関わると、お金

がなくなったり、精算ができない帳簿だったりということが起こっていたのです。

資料⑪-2

資料⑪-3
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先ほど言ったように、

山田は銭函まで来る最中

に400両を行方不明にしま

した。その責任をとらせ

るため、立ち会ったとき

のメンバーがほかに４人

いて、その４人で清算さ

せるという処理にしまし

た。参考資料にあるよう

に、山田は責任者として4

00両のうち160両を支払い、

権大主典が70両、少主典

２人が60両ずつで合わせ

て120両、権少主典が50両

を支払わせることにしま

した。豊平開墾も山田が

関わったため、会計精算が出来なかったということのようです。

参考資料の最初にあるのが、山田大主典についての島判官の評価です。「婦女子同様暗

愚自由之進退」という言い方をしています。愚かで自分の責任をとらないという意味です。

よほど責任感のない人だったようです。

山田一太夫については、この後、古賀一郎という人が推薦してこの職につけたようです。

私が先年中央図書館で講演をしたときに、古賀一郎がどのような人物か分からないという

話をしたのですが、その時、聞きに来ていた方が調べてくれて、古賀一郎は佐賀の人で、

国学の学者のようです。また、山田は、この後、関東の小さな県で県知事の下の参事にな

ったのですが、短期間でやめています。やはり、能力がなかったのでしょう。

山田は豊平開墾という事業とは直接関係ないようですが、会計精算がうまくいかなかっ

たことになりました。もしかすると、精算がうまくいかなかったためにこの事業の痕跡が

残ったことになりました。おかげで島判官が行った事業の一端を知ることが出来ました。

島判官にとっては自分の事業に味噌をつけた山田ですが、自分のやった功績を残してくれ

た人物になってしまいました。これが歴史のおもしろさなのでしょう。

豊平開墾中止の事情は次の資料⑫です。

それは「同十一月中旬

御模様替ニ相成」とあり

ます。政策変更や機構改

革があり、「官員一同諸郡

江詰替被申付」というのです。石山大主典の場合は江差で、「江刺海官所詰」になり、北

資料⑪-4

資料⑫
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海道から物資を船で運び出すときに税金をかけるのですが、その徴収をする海官所詰大主

典になり、楠元権大主典は、岩内石炭山詰になります。岩内石炭山とは、いわゆる茅沼炭

鉱です。今は岩内というよりは泊になるようです。藤沢使掌と荒井使掌は銭函詰、平田使

掌は札幌詰となり、豊平開墾を担当していた役人たちは皆、違う仕事につかされて、事業

は終わってしまったということです。

３，島判官はどこから見渡したか？

次いで、札幌のどこに本庁をつくるか、どこに街づくりをするか、札幌といっても札幌

郡という広さで考えると結構な広さです。今の札幌市で考えても、昔の札幌区で考えても、

それなりの広さがあります。どこに本庁をつくって、それを中心にした役所街をつくろう

としたのかを考えます。先ほどの『石狩大府指図』の場所は、いつ誰が決めたかを調べて

いこうと思います。

札幌に関する歴史書には『札幌区史』や『札幌市史』がありますが、それにはどのよう

な記述になっているか見てみます。歴史研究の立場の見方は、昔話とは違い、様々な史資

料の検討のうえで叙述されています。

まず資料⑬の『札幌区

史』では、新道掛が林少

主典、長尾少主典、営繕

掛が富岡少主典、阿部少

主典の４名が札幌に先に

来たという言い方をして

います。経営着手とは、

本府経営ないしは本府建

設経営という意味になる

のだろうと思います。本府というのは、狭い意味では本庁という建物を指しますが、広い

意味ではそこを含んだ町を指します。この記述の場合は両方を含めていると思います。こ

の４人が先発として札幌に来て、「吉田茂八の猟宅に宿し」とありますから、豊平川の西

側にいた吉田茂八の猟宅に宿泊しています。吉田の本宅とは別に猟をするための家を持っ

ていたのかもしれません。吉田茂八の家のことがそこまで詳しく載っているものがないの

で、それ以上詳しいことは言えません。「志村鐵一を嚮導となし」とは志村を案内人にし

ていると言うことです。『札幌区史』では「円山岡」に「コタンベツ」というルビを振っ

ています。そこに上って札幌の地形を視察し、今の大通西４丁目に仮小屋を建てて事務所

としたと続いていきます。

島判官が本府建設地を決めて工事を始めたという意味は、管理監督者、指示者としての

意味です。実際には、部下たちが来て位置を決めて準備をして、伺をして決めていったと

言うことです。ただ、ここに本庁を建設していいですかという伺の書類は残念ながら見つ

資料⑬
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かっていません。もしかすると口頭だけでの伺で口頭での決裁だったのかもしれませんが。

本当は、この４人が最初に札幌本府建設地を決めたという言い方も間違いではないとい

うことです。その中に吉田や志村もふくめて実際に土地を選定したのは、この人たちとい

うことになります。

『札幌市史』は、この区史から50年近くたってつくっているものですが、同様に４人の

少主典が来て、吉田茂八の家を宿としていて、猟宅とは言っていません。さらに志村鐵一

に加えて早山清太郎も案内役になっています。これは、早山清太郎の業績が知られるよう

になってきて加えられたようです。そして当時の円山神社（北海道神宮）近くの丘に上っ

て札幌の地形を視察したとしています。区史ではコタンベツ（円山岡）に登って地形を見

たとしていましたが、市史は円山神社の近くの丘から視察したとありますから、そこがが

コタンベツと考えて記述しています。その結果、そこから東約一里の地に本府庁舎を建設

することとし、差し当たり、大通西４丁目に仮小屋を建てて、その後、本府建設がはじま

ります。場所を決めたときの話は、この７人が関わっていたとしています。４人の役人と

もともと札幌にいた人たちの案内で建設場所を決めたという記述の仕方をしています。

資料⑭に、島判官が自

分で詠んだ詩があります。

最後の一行に「他日五州

第一都」とあります。そ

の前に「四通八達」すれ

ばと条件的なことを詠み、

土地がいいところである

等と詠っています。

こういう詩を詠ってい

るため、今の札幌市役所

本庁舎の１階ロビーにあ

る島判官像はどこかを遠

望している格好をしてい

ます。この詩に合わせた

姿形を描いているわけで

す。

これらの元になった資

料は、何度も登場してくる深谷の話です。深谷の話には、やっぱり４人の役人が登場して

いますが、茂八の小屋を宿にすることは同じ話ですが、この話を根拠として区史や市史が

書かれています。

札幌本府建設の始まりは、「今の丸山神社のある所をコタンベツといって志村鉄一と申

す者に教えてもらって、この丸山から一里の所に府を建てるということにきまって地割を

資料⑭
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始めた」といっています。志村鉄一が登場してますが、区史は、このまま書いてあるとい

うことです。

先ほどのコタンベツがどこかというと、神社のあるところとなっています。丸山神社と

いうのは、今の北海道神宮のことです。北海道神宮は、以前は札幌神社と言っていたので

すが、できた後しばらくは円山村にあったため円山神社とも呼ばれていました。正式な名

称は札幌神社でしたが、開拓使の公文書の中にも円山神社と出てきます。

コタンベツというのは、今の神社のあるところです。それは、ポイントだけなのか、あ

の辺一帯のエリアになるのか、はっきりしません。神宮のある辺一帯の丘を指すのでしょ

うか。あそこの丘も見方によっては、例えば円山公園の地下鉄駅から外へ出て、南大通を

西へ進むと少しずつ高くなって円山公園の門があって、そこから神宮や動物園へ向かって

少しずつ高くなっていきますが、多少フラットな所があって、その南側には坂下グラウン

ド、北側には岩村通俊が立って公園の入り口を見ています。さらにそこから一段上がると、

第三鳥居や北海道神社庁があり、北へ向かって桜の林、第二鳥居があり、その南奥に神宮

本殿があります。それ全体の２段分全体を指すのか、１段下だけなのか、１段上だけを指

すのかはっきりわかりません。それ全体を指していると言ってもいいでしょうし、神社の

ある上のほうの段だけだろうと言ってもいいのかもしれません。どちらにしても、あの丘

あたりだということになります。

本府建設地選定のためにそこへ行ったのは、深谷の話では部下の４人で、島判官はいな

かったのです。やっぱり島判官の詩があるから、このコタンベツから遠望したという話に

つながっていったのだろうと思います。そこから一里のところに府を建てるという事にし

た起点となるのは、創成橋の辺りから北へ創成川を挟んだ両側のあたりです。そして本庁

を建てようとしたのは、「今の製麻会社の処へ、府を建てることになった」ということか

ら、北六～八条辺りで、創成川を挟んで両側に本府の敷地300間四方の地に決めました。

しかし実際に、選ぶときに谷地ばかりでなかなか建てられないと言っています。この場所

も、谷地にかからないとは言えなくて、半分は谷地だったということになっています。谷

地というのは湿地帯のことです。

ＪＲ函館本線は、札幌扇状地の一番縁を通っていて、それより北側は湿地帯になると言

われています。今だと地面を掘ると泥炭地になっているところもあるそうです。それでも、

全面が湿地帯なわけではなくて、伏古川沿いは氾濫原が広がっていて地面になっています

し、発寒川や琴似川でも伏古川ほどではないですが、周りが若干地面になっているところ

がありますが、札幌の北方は大体が湿地帯であったと言われております。

東区と北区は住宅地となっていますが、東区の伏古川沿いはいいのですが、それ以外の

ところは人が住むようなところではなかったといってもいいと思います。

例えば、篠路の早山清太郎が住んだところは伏古川のすぐ脇ですが、そのようなところ

しか拓く場所がなったとも言えます。アイヌ民族の琴似又市が住んでいたところも杓子琴

似川のすぐ脇と言われていますし、幕末の在住による発寒村の開墾は、今の発寒神社の辺
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りでやはり川の側です。湿地帯の中で川のそばは、それなりに土砂がたまるところのよう

ですから、開拓地としては一番最初に目が行くところにだったようです。釧路湿原を空か

ら見るシーンがよくテレビで放映されますが、川筋の周りは木が生えており、川と川との

間で木々に囲まれたところは草が生えているだけのように見えます。木が生えているとこ

ろは地面があり、草が生えているところは湿地が深いところのようです。釧路湿原ほど水

が多かったかどうかはわかりませんが、それに近いのが線路より北側だったようです。

札幌の本府をつくる場所を決めるときの資料は、この二つしかありません。

今度は誰が選定し、

いつ決めたかというこ

とを先ほどの昔話とは

違う資料を示しながら

考察しましょう。資料

⑮は、20数年前に『札

幌市史 第２巻通史２』

で札幌本府建設を書く

ときに使った資料メモ

です。『御金遣払帳』

と言い島判官がいる時

代の出納帳簿から本府

の選定や建設にかかわ

ると思われる項目を拾

ったものです。

この資料は新札幌市

史編纂時に見つけ出さ

れてきて、資料として

集めてきたものです。

先ほども登場した十文

字龍介が会計担当とし

て出納にあたっていた

ときの帳簿です。先ほ

どお話ししたように、

自分が携わった時の会

計精算ができなかったため札幌に残されていましたが、結局精算できないまま関係資料を

持って出身の宮城県へ帰ったようです。その後、子孫の方が引き継いでいたようです。今

は道立文書館に寄贈され『十文字家文書』として所蔵されています。

その資料の中に『御金遣払帳』があり、本府の選定や建設にかかわる項目を拾ってメモ

資料⑮
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したものです。左の項目は、お金を払った日で、真ん中が事業の日とその内容、右が支払

った相手です。支払った金額は省略してあります。もしより詳しくお知りになりたい場合

は『新札幌市史 第６巻』に翻刻してあります。

このときは事業終了後ないしは一段落まではその担当者が自腹を切って支払い、その後

に会計担当へ報告して精算すると言うことをしていたようです。役人たちは、自分の資金

を持って歩いていて、必要があったらそこから払って、後で精算するという形のようです。

支払いの日付ではなく事業のメモにある日付を見ていきます。表の真ん中辺ぐらいに富

岡復起少主典の行動ですが、「巳10．14～19 建府地所見分のため銭函から札幌出張旅費」

という項目があります。この富岡が建府地所の見分を行ったということです。先ほどの４

人の少主典の一人が富岡ですから、この人がしたことはこの旅費支出でわかりました。こ

のことから深谷の話も正しいことを反映している部分があることを示しています。残念な

がら４人全員分がこのように出てきませんでした。富岡に関してはこのように確実性の高

い資料で確認できました。富岡が４人の中の会計担当として処理していた可能性もありま

す。また、本府地見分の費用は、11月９日に十文字大主典が本府地所見分として銭函から

札幌へ出張しています。この二つから、10月14～19日頃に４人でいろいろ探しまわり、さ

らに最後に決めるために十文字大主典が、恐らく島判官も11月９日頃に、多少のずれは出

来るかもしれませんが、銭函から札幌へ出張して検分したことはかなり高い確度の推測が

出来ます。

誰が本府地の選定をし、それはいつかというのは以上のように史資料に基づいて考察し

推察できます。何月何日と決めるのは、こういう資料からは難しくて、何とか幅をつけな

がら決めてきました。

『札幌市史』にあるとおり、11月10日に島判官が札幌へ来て場所を決定し、11、12日で

縄張りをしたありました。その後、14日に建築開始と言われていますが、その推察も上記

の資料から無理ない推察と言えると思います。

11月14日については、11月14日に平山大主典が銭函を往復しています。野村少主典も同

様です。この11月14日が何か事業の変化が起こったように類推できます。そのため、14日

に建設開始したというのは、かなり確度が高い話になってきます。

次は、神社のほうの話をしようと思います。

神社も、場所を決めたことに関しては資料がそれほどあるわけではなくて、一つは、資

料⑯の島判官の詩です。この詩では、北東よりは少し北側を向いていますが、三面が山に

囲まれていて一面だけ北方へ開けているという様子などを詠っております。

それらについて深谷の昔話では、丸山社地の見分は、早山と三角定山が案内者としてい

ます。「三角定山」とは美泉定山のことです。これは、「みぃす（ず）み」と読ませて、定

山の苗字は美泉（みいずみ）の当て字にしたのでしょう。吉田茂八と黒岩大二郎（不明）

が同行し、富岡、阿部、長尾、林、平田、平野６人の役人たちと、深谷も入って見分し、

早山と使部となった三角が神社掛となったと言っています。彼らが神社地の選定に関わり、
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詩によると島判官も同行

しています。最終決定は

資料⑰-1にあるように島

判官と西村貞陽大主典(他

にもいた可能性はありま

す)が相談して行ったよ

うです。

島判官が決めた札幌神

社の場所ですが、この後

３年の末まで問題を引づ

ります。島判官が東京へ

召還されたあと、７月に

札幌本府の建設は一旦中

断します。11月になって、

西村貞陽権監事、広川大

主典、八木下謙八が、４

年から本府建設を再開しょうという提案をします。それが幹部の同意を得た後、まだ函館

にいる最中に、また３人で札幌へ赴任してからの経営の仕方に関して方針伺をします。資

料⑰-1の方針伺の中に神社の位置について「御神鏡安置所モ余リ御手薄ニ相見候ニ付最前

島元判官ト相談致シ置候山手ノ社地ニ先以本殿丈ケ是亦早春建方仕候ト奉存候（御神鏡の

安置所（当時北５東１辺

に一宮を設けていた）が

粗末なので以前に島判官

と相談して決めた山手に

先本殿だけ早春に建設し

たい）」とあります。西村

権監事は島判官在勤中に

札幌に来ていたので、そ

の時に相談して決めたの

でしょう。山手のところ

ですからコタンベツと言われた現在の神宮の位置のことです。

ところが、その場所については、「御神鏡安置所之儀ハ相応ノ地所相撰今一応可相伺（御

神鏡の安置場所は相応の場所を選んでもう一度伺うべき）」という指令が出ます。島判官

が決めたところではないところにしなさいという指示です。これは、まだ函館にいるとき

の方針伺と指示で、この後、西村権監事は11月30日に函館から札幌に到着します（『新札

幌市史』第６巻史料集１の「十文字龍助関係文書」中の「日記」明治３年12月30日の項）。

資料⑯

資料⑰-1,2
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到着して現地視察をした上で、いろいろなことについてまた方針伺いを出します。それが

資料⑰-2です。

ちなみに、⑰-1の日付が12月になっています。『府県史料』という資料群の中にある『北

海道史料』にある日付です。この伺の原本は、今、行方不明です。写しが『本庁往復』（道

文1903-60）中に残っていますが、それには11月になっています。中身を見る限り、札幌

の地をまだ見ていない内容で函館にいるときに出していると考えられますので、この「12

月」ではなく「11月」の誤りです。先ほど言ったように、11月30日に札幌に着いています

ので、12月に函館で書くということはあり得ません。

西村権監事は函館で方針を伺って指示を受け、札幌へ来て現地を見た上でもう一度方針

伺を出します。それには「社地ノ儀最前丸山ノ麓見立相成居候場所本庁ヨリ西ニ当リ距離

三十六丁銭函往還ヨリ拾三丁（社地については以前円山の麓に決めていた場所は本庁建設

地から西方の36町離れていて、銭函への道路からは13町離れている）」のところとしてい

ます。「図面ノ通」とありますが図面が欠けています。「別図面欠ノ通ニ有之今日ニコソ少

シ遠キ様相覚候得共後来盛大御開府候儀ニ候得ハ不相応ノ地所共不相見候間右丸山ノ下ヘ

御建立可燃ト存候事（別図（欠けているが）のとおりで今は少し遠いところと感じますが、

将来盛大に本府を開くと不相応とは思われ

ないので、円山の麓に建設することが良い

と思います）」と、島判官と決めた円山の

麓を再度提案します。そして伺のとおりと

指示されます。現地を見た上での方針伺は

オーケーが出たということになります。そ

の辺で、円山がどこかを地図と写真で考え

てみようと思います。

資料⑰-3の絵図面は、明治７年に神社が

伺を建てたときに描いた絵です。原本は北

海道神宮が所蔵しています。図中右端に見

える上下の直線は北一条通で、それが方向

を変えたところに第２鳥居があり、そこか

ら本殿へ参道が延びているという絵図です。

この絵図面で見ると「麓」は本殿の背後に

ある山の麓という意味になると思います。

ところが、この絵図には、図の右端上方に「円山」とあるのです。この場所は沢が一本

入ってさらに西に当たりますから今の三角山のことです。背後の山が今の神社山になるの

でしょう。第２鳥居から本殿の方を見ると、本殿の上に山が見えます。今はその辺りは交

通の激しい道路になっているため道路を挟んで北側から見なければいけませんが、そこか

ら見ると、ちょうど鳥居の上ぐらいのところにぽこんと山が見えます。それが神社山です。

資料⑰-3明治7年12月札幌神社図
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円山の麓と書いてあったのですが、古い図面を見ると神社山の麓になっています。その辺

をもう少し資料を出して解析していこうと思います。

資料⑰-4は、昭和初めのころの写真です。中央上方へ延びているのが北２条通で、左端

はグランドホテルで、右手中央部に見える屋根が道議会です。西のほうを見ている写真で

すが、右手背後に見える三角にとがっている山が三角山です。しかし左側にも同様にとが

った山があります。実は、私

は勘違いしていまして、この

山が神社山と思っていまし

た。今回、この講演をするた

めに似たような写真を探し出

して調べて間違いだと気づき

ました。

資料⑰-5は、昭和26年頃

の創成川沿いの西１丁目に

あった消防の望楼の上から

写した写真です。中央上に

向かって延びているのが大

通です。右が三角山で、左

の円山の背後にとがった山が見えています。この写真を以前見たときも、これが神社山だ

と思いました。ところが、プロジェクターで拡大したこの画像ではぼやけてよく見えませ

んが、生写真だと何となくわかるのですが、実はこの山の手前に小さいとんがりがあるの

を最近見付けました。

資料⑰-6はさらに時代が進

んできて空の上から見られる

ようになってきました。背後

の手稲山などから連なる山地

群の手前に右端が三角山で、

中央に大倉山シャンツェが見

え、その左に沢があって神社

山と誤解していたとがった山が見え、その手前に市街地のすぐ脇の円山との間に小さなと

んがりが見えます。先の２枚の写真ではよく見えなかったのですが、この写真でははっき

りと山があることがわかりました。野球場や陸上競技場も見えますから神社の位置も概ね

わかります。山の斜面からみて神社は新たに見つかった山の麓ということになります。そ

して位置関係から見てもこの山が神社山ということになります。

資料⑰-7も詳しく見てみましたが、残念ながらよく見えませんでした。それでも三角山

資料⑰-4昭和初めの北２条通

資料⑰-5昭和26年望楼より西方

資料⑰-6札幌中心部西方
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や以前神社山と勘違いして

いた山は見えます。その左

手前に神社山が見え、その

手前が円山です。これはＪ

Ｒタワーから撮ったもので

す。

違う資料をもう一度見直してみました。資料⑰-8は、北海道神宮が持っている資料で「石

狩国札幌郡円山村風致官林ニ属スル円山一名神社山見取図」（北海道神宮所蔵『公布公達

第二号』）という図面で神社の付属山林を広げようとした願書に添付されていた図面です。

これは20年前から知っていた資料です。私は、本来の神社山より後ろにある背の高いほう

の山を神社山だと誤解をしていました。そのため最近まで全然気がつかなかったのですが、

今回、改めてこの地図を見直

してみますと新たなこともわ

かりました。手前左側が今の

円山でが、藻岩山と記されて

ます。昔、円山は藻岩山と言

われていたからです。その左

脇がインカルシペと記された

今の藻岩山です。右手前が「兀

山」とも記されていますが「ヲ

ベッカウシ」と記しています

から、今の三角山です。さら

に神社の背後には「シカリノ

ボリ御円山」と記している山

が描かれています。この山が「円山一名神社山」となります。この図面ですと三角山や円

山とは沢があって神社とは分離した地形になっているのがよくわかります。逆に神社山の

麓というのが円山の麓のことであるということがはっきりわかってきました。

さらに、三角山の上方で神社山の右上に「ヘフイ」と記されている山があることに気づ

きました。「ヘフイ」というのは、エプイとも記される日本語の地名にしたときに円山に

なることが多いそうです。札幌だけではなくて他の場所にもエプイやエフイと呼ばれる地

形があるそうです。平野の端にぽこんとふくらんだ山だそうです。そういう意味では、円

山や三角山は明らかに山の裾野にあって、ぽこんととんがって見えます。先ほど写真で見

てきた神社山と勘違いをしていた山もほぼ同様で、それがヘフイと呼ばれていたようです

が奥三角山と言うのだそうです（山田秀三『札幌のアイヌ地名を尋ねて』昭和40年刊）。

資料⑰-6の写真に戻って見ますと、右に三角山、左に奥三角山があって、手前に神社山

ということがやっとわかってきました。

資料⑰-7平成28年JRタワーから西方

資料⑰-8明治29年頃の神社山見取図
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資料⑰-9は最近の地形図です。

神社、円山、神社山（図中のＣ）、

三角山（図中のＡ）、奥三角山（図

中のＢ）の位置関係がよくわかり

ます。等高線のあり方を見ると、

確かに似た山の形に見えます。多

少角ばった同心円的に等高線が描

かれ円錐型や角錐型の山形に見え

るでしょう。神社山、三角山、奥

三角山の三つが似ています。地形

図からもそんなことがわかります。

このように考えてみると、島判

官たちが考えていた円山は神社山

のことで、恐らく、昔はアイヌ語

でエプイまたはエフイと呼ばれて

いたのでしょう。三角山については、明治の初めの『札幌沿革史』（明治30年刊）では「発

寒円山」と表現されていますから、「ハッシャフエプイ」だったのだろうと思います。神

社山のほうが若干奥にあるため本府側から見たときに三角山と混同されるようなことがあ

ったかもしれません。地名研究家であった山田秀三は『札幌のアイヌ地名を尋ねて』で林

顕三の『北海誌料』にある「市街地に最も接近してエプイという山あり。其山麓に神霊を

祭る。是れ即ち札幌神社なり」の記述を挙げて円山との混同と解釈していますが、三角山

との混同ともとれます。神社山が特別な位置づけになっている絵図面もありました。札幌

神社（北海道神宮）は、この神社山の麓を想定されて建てられたということがはっきりし

たと思います。

島判官が石狩・札幌で行ったことを見て来ました。島判官はもっといろいろなことをし

ています。次回はそれらをお話ししたいと思います。

〇司会（菱田） 榎本先生、ありがとうございました。

せっかくの機会ですので、幾つか質問がありましたら受け付けたいと思います。

〇フロア 豊平の開墾の場所はどの辺ですか。

〇榎本 場所ははっきりわからないのです。絵図面的なものもなくて、唯一の資料が『石

狩大府指図』中に豊平川の東側に「豊平村」と書いてあるだけです。

〇フロア 今の豊平のあたりと考えればいいのでしょうか。

〇榎本 あの辺のどこかというくらいです。

〇フロア わかりました。ありがとうございました。

〇司会（菱田） ほかにご質問のある方はいらっしゃいますか。

資料⑰-9
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〇フロア 貴重なご講演をどうもありがとうございました。

素朴な疑問ですけれども、ご講演の中で、幾つかの資料の中に島判官の名前があるべき

はずなのになかったというお話がありました。

〇榎本 明治２年の『職員録』のことです。島判官の名前も載っているはずなのに載って

いないと言うことです。

〇フロア はい。これは、後に島判官が反乱の首謀者として刑死された、そこで公文書か

ら名前が消されたという可能性はあるのでしょうか。

〇榎本 そういうことはないと思います。明治２年の『職員録』は、名前を記した名札が

各地域ごとに貼ってあるものです。そのため、140年や150年たっているうちにはがれ落ち

たのだろうと思います。反乱云々ということで過去にさかのぼって名前を消していくとい

うことはしていないようです。

◎閉 会

〇司会（菱田） それでは、予定の時間を過ぎましたので、ここで質問を締め切らせてい

ただきますが、榎本先生はまだこの会場におりますので、個人的に質問していってくださ

い。

最後に、アンケートを書いていただいて、受け付けに出していただければと思います。

また、傘などのお忘れ物にご注意ください。

本日は、たくさんのご参加をありがとうございました。 以 上

＊お詫び

講演当日は、右に示したレジュメに基づい

て、２回の講演会を予定して話を始めまし

た。しかし準備の段階から参考にする史資

料が多く錯綜し、さらに今まで誤解してい

たことなどもわかり、実際の講演会では、

話や資料が多くなったため３章迄しか進め

ませんでした。会場ではその続きは後日す

ると言うことでお詫びしました。しかし５

月末に予定している講演会では、単に続き

を話すと言うことではなく、やはり４章以

降を再編成して臨みたいと思っています。

このようなことは演者である榎本の実力の

なさや視野の狭さによるものです。次回は

更に勉強と研究を進めて臨みたいと思いま

す。ご容赦下さい。 榎本洋介
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